
給付率６７／１００

（育児休業開始から１８０日に達するまで）

産後休暇 育児休業 給付率５０／１００

（育児休業開始から１８０日到達後）

母

父 Ａ

Ａの期間が支給期間（≦１年）

母

父 又は

母

父 Ｂ

Ａ＋Ｂの期間が支給期間（≦１年）

産後８週以内に父が育児休業を取得すると、特別の事情がなくても育児休業の再取得が可能

母

父 Ｂ

Ａ＋Ｂの期間が支給期間（≦１年）

（注）事例では、すべて父母ともに組合員としています。

年休

父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金支給期間特例

事
例
③

事
例
①

事
例
④ Ａ

事
例
②

Ａ

出生 産後８週 １歳到達日 １歳２か月到達日


